
国民健康保険料の既存の区分である「医療分」・「支援分」・「介護分」に加えて「子ども・子育て分」をご負担いただくことになります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

・

・

・

①

②

③

④

介護分

25,900円 14,600円 14,900円 1,800円

7,770円 4,380円 4,470円 540円 7割軽減世帯 30円

12,950円 7,300円 7,450円 900円 5割軽減世帯 50円

20,720円 11,680円 11,920円 1,440円 2割軽減世帯 80円

19,400円

5,820円

9,700円

15,520円

◎保険料の軽減制度

・

・

・

（※1）総所得金額および山林所得、分離課税所得の合計額。退職所得は含みません。

  （※2）

※18歳未満の方の「子ども・子育て支援金（均等割）」は、全額免除となります。免除された分の費用については、18歳以上の加入者の皆さまでご負担

いただく仕組みとなっています。詳しくは、こども家庭庁のホームページをご覧ください。

また、令和8年度から国の制度である「子ども・子育て支援金制度」が開始となります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（すべての加入者） （すべての加入者） （40～64歳の加入者） （すべての加入者）

事業主は青色専従者給与額、事業専従者控除を必要経費として控除せずに判定します。

また、専従者が事業者から支払いを受けた給与（専従者給与）は軽減判定所得には含みません。

5割軽減世帯

2割軽減世帯

軽減判定所得金額　＝　前年中の総所得金額等（※１）　＋　専従者給与（控除）額（※２）－　軽減判定上の純損失の繰越控除額（※３）　

　　　◎その他の軽減制度（出産・未就学児・非自発的失業者等）については、担当までお問い合わせください。

　（※3）軽減判定上の純損失の繰越控除額は、確定申告上の「本年分で差し引く繰越損失額」とは別に計算します。

前年中の所得が一定金額以下の世帯については、所得額に応じて均等割、平等割が軽減されます。

軽減割合は、世帯主、国民健康保険者および特定同一世帯所属者（国民健康保険被保険者から後期高齢医療

被保険者に移行した者）全員の合計所得により判定します。

所得の申告がない場合は、軽減されません。収入がなかった方や遺族年金・障害年金などの非課税所得のみ

だった方も、申告が必要となります。

5割軽減世帯

平等割（1世帯につき） ー

2割軽減世帯

170,000円

7割軽減世帯

5割軽減世帯

2割軽減世帯

5割軽減世帯

ー

30,000円

（総所得金額等ー基礎控除額）×1.68％所得割

ー

1世帯あたりの限度額

均等割（1人につき）

670,000円 260,000円

（総所得金額等ー基礎控除額）×4.60％ （総所得金額等ー基礎控除額）×2.37％

18歳以上均等割額100円　

◎軽減判定所得について

（総所得金額等ー基礎控除額）×0.20％

ー

7割軽減世帯

資産割 固定資産税額×26.98％ ー ー

7割軽減世帯

2割軽減世帯

7割軽減世帯

5割軽減

2割軽減

各項目の合計額が当年度の料額となります

国民健康保険料計算方法（令和8年度）

（世帯主様が社会保険、後期高齢者医療制度等に加入されている場合（擬主世帯）でも、世帯主様に課税されます

が、保険料額については、国民健康保険料に加入されている方のみで計算されます。)

医療分 後期高齢者支援分 子ども・子育て支援分

◎計算方法

◎国民健康保険料の構成

医療分…医療機関に支払う診療報酬分

後期高齢者支援分…後期高齢者医療制度を支えるために各医療保険者が納めるもの

介護分…40歳～64歳までの人にかかる全国の介護保険サービスの状況に応じて支払う給付金分

子ども・子育て支援分…子育て支援のために各医療保険者が納めるもの

　上記の医療分、支援分、介護分、子ども・子育て分には以下の4つが含まれます。

所得割…国保加入者の前年の所得に応じて賦課される額

資産割…国保加入者の固定資産税額に応じて賦課される額

均等割…国保加入者の人数に応じて賦課される額

平等割…国保世帯に一律に賦課される額

◎国民健康保険料は、世帯主様に課税されます。

43万円＋10万円×（給与所得者等の数ー1）以下の世帯

43万円＋（31万円×被保険者および特定同一世帯所属者の数）＋10万円×（給与所得者等の数ー1）以下の世帯

43万円＋（57万円×被保険者および特定同一世帯所属者の数）＋10万円×（給与所得者等の数ー1）以下の世帯

軽減の割合 軽減の基準

7割軽減


